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新型コロナウイルス感染症対応中医療機関に対する経営的支援に

関する意見書  

 

 

 新型コロナウイルス感染患者急増によって，医療現場では，患者に対する

病床数確保と，それに対応する医療従事者（医師・看護師等）の問題は医療

経営的にも厳しい状況である。特に中等症以上の患者増加は，当該感染症以

外の疾患による治療にも大きな影響を与え経営的に大きな打撃となっている｡

その中でもＩＣＵ（集中治療室），ＨＣＵ（ハイケアユニット），救命救急

の中等～重症，最重症を扱う領域では，従来の施設基準では対応困難状況に

あり，医療従事者の労働環境悪化は環境的にも経済的にも非常に厳しい状況

である。  

現在，これらの入院料に対しては，緊急的措置による算定が容認されてい

るが，当該入院料には，検査等の治療内容の一部が包括されており，さらに

看護配置基準においても従来の２：１（患者２名に看護師１名）で対応する

ＩＣＵにおいて１：２～３という逆転現象も発生しており，人的にも経営的

も緊急的措置による算定で経営的改善に追いつく内容ではなく，医療有事に

おける早急な医療現場に対する「制度的」経済支援策が必要である。  

そこで，現在の緊急包括支援交付金の支援策に追加して，前述緊急対応病

棟に対する診療報酬上の算定可能日数の見直しを求めるものである。対象は ,

コロナ感染症患者を原則とするが，救命救急入院料については，当該患者以

外の緊急患者対応が主であることから，「疑い」も救命救急については含む

ものとする。  

 

現状の算定可能日数  

・ＩＣＵ（特定集中治療室入院医療管理料） 14日（前期７日，後期７日）  

・ＨＣＵ（ハイケアユニット入院医療管理料） 21日  

・救命救急入院料  14日（前期３日，中期４日，後期７日）  

 

これら現状入院料の算定可能日数を一時的に撤廃し，患者が当該病床区分



に入院している期間中の算定を可能とすべきである。また，急性期一般病棟

入院料については，人的資源の分散と離職による減少が予想される中，従来

の施設基準遵守が困難になる可能性が予見され，そのような場合，暫定的に

届出済み施設基準（看護基準）にて現状の医療的有事が一定程度の収束を見

るまでの間，変更届による医業収益減収の予防目的で急性期医療機関の施設

基準緩和措置導入にて届出済み施設基準での暫定的医療提供体制の継続が求

められる。よって以下の点に関し要望する。  

 

１  ＩＣＵ，ＨＣＵ，救命救急の各入院料について，当該病棟に入院中の算

定可能日数上限を暫定的に撤廃し，当該病棟入院料の算定を許可すること

（救命救急のみ「疑い」での入院においても許可）。  

２  急性期一般入院料に該当する施設基準のうち，看護基準についての緩和

措置の導入（一時的人員不足に対して最新届出内容での医療提供体制の継

続）。  

３  コロナ感染症患者対応加算の新設（既存のトリアージ加算とは別に急性

期一般病棟入院医療に対する入院料に対する加算）。  

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

令和  ２  年１２月   日  
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